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えびの市教育委員会 
  



 

 

１ 自己点検・評価の考え方 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、平成20年4月から、教育委員会の権限に属する事務について

の自己点検・評価制度が導入されました。 

 

 

 教育委員会が、地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定し、これに即して実施した政策について政策効

果をしっかりと把握し、必要性、効率性等の観点から自ら評価を行い、その結果を公表することは、政策立案を的確に行う

とともに住民に対する説明責任を果たす上で重要なことです。 

 このような観点から、えびの市教育委員会では、平成19年度事業分から毎年度、法の趣旨にのっとり具体的な内容の点

検・評価を行っています。また、学識経験を有する者の知見の活用を図るため、外部の有識者に評価を依頼します。 

 

２ 具体的な点検・評価の方法 

 

 次の３つの項目に分類したうえで、項目ごとに実績や課題、今後の方針をまとめ、次年度の取組に反映することで、点検

及び評価を行っています。 

 

  ・シート１・・・教育委員会の活動 

          （教育委員会の活動及び運営状況等） 

  ・シート２・・・教育委員会が管理・執行する事務 

          （えびの市教育長に対する事務委任規則により教育長に委任されていない事務） 

  ・シート３・・・教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

          （「令和５年度えびの市教育施策」に定めた重点的な施策） 

 

３ 判定の考え方 

 

 過去の評価等と比較しながら、次の視点で３段階判定を行っています。 

 

Ａ 概ね実施できたもの 

Ｂ Ａ又はＣ以外 

Ｃ ほとんどできなかったもの 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長

の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなけれ

ばならない。 

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものと

する。 
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◎１ 教育委員会の活動（教育委員会の活動及び運営状況等） 

 

項目１ 項目２ 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

(1)教育委員会の会議の運

営改善 

①教育委員会会議の開催回

数 

○定例会１２回、臨時会１回（計１３回）開催した。（令和

４年度１３回） 

○毎月の定例会と必要に応じて開催する臨時会で適切に対

応できた。 

○会議が円滑に進められるよう、適切な時期、間隔

をもって定例会、臨時会を開催していく。 
Ａ 

②教育委員会会議の運営上

の工夫 

○行事と会議の同日開催や、会議資料を事前送付するなど、

効率的な会議運営を行った。 

○委員の負担軽減と効率的な会議運営に努めてい

く。 
Ａ 

(2)教育委員会の会議の公

開、保護者や地域住民へ

の情報発信 

①教育委員会会議の傍聴者

の状況 

○会議開催を事前に市ホームページに公表しているが、傍

聴者はなかった。 

○会議開催の事前公表を継続していく。 
Ａ 

②議事録の公開、広報・公聴

活動の状況 

○全ての教育委員会会議録及び教育長交際費（毎月更新）を

ホームページに公開した。 

○えびの市情報公開条例の規定に基づき会議の公開を行っ

たが、会議の傍聴者はなかった。 

○教育委員会会議録及び教育長交際費をホームペー

ジで公開していく。 

○情報公開条例に基づき、適切に公開を行っていく。 
Ａ 

(3)教育委員会と事務局の

連携 

○教育委員会と事務局の連

携 

○会議において、報告事項について意見交換や協議を行い、

連携の充実を図った。 

○諸案件を教育委員に適宜報告していくとともに、

協議を行いながら、課題に取り組んでいく。 
Ａ 

(4)教育委員会と首長の連

携 

○教育委員会と首長との意

見交換会の実施 

○総合教育会議を１回開催し、市長と教育行政の課題等に

ついて意見交換を行った。 

○市長をはじめ市内教育関係者との連携、親睦を深めるこ

とを目的とする教育関係者交流会を実施したが、コロナ

禍明けの開催となり保育園、認定こども園関係者の出席

がなかった。 

○総合教育会議や教育関係者交流会等の開催を通

じ、市教育行政について充実した意見交換を図り、

理解・協力を求めていく。 
Ａ 

(5)教育委員の自己研鑽 ○研修会への参加状況 ○九州地区市町村教育委員研修会、新任教育委員研修等に

参加し、教育施策の動向や他自治体の事例を研修するこ

とで、教育委員としての資質向上に努めた。 

○西諸市町教育委員会研修会で近隣の教育委員と地域課題

を共有することにより、教育委員の意識向上が図られた。 

○日南市教育委員との意見交換を実施し、有意義なものと

なった。 

○県教育委員会連合会等が開催する研修会や他市町

教育委員との意見交換を通じ、研鑽に努める。 

 

Ａ 
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(6)学校及び教育施設に対

する支援・条件整備 

①学校訪問 ○2回に分けて、４校の学校訪問を実施した。すべての小中

学校に訪問することができなかったが、児童生徒の学習

状況や教職員の指導状況を確認することができた。校長

から学校の概要や課題等の説明を受け、今後の教育行政

施策へ反映させるための確認の場になった。 

○各学校の行事・発表会においては、来賓等の招待が再開さ

れ教育委員として出席し、教育活動の確認ができた。 

○教育委員の学校訪問等については、計画的に実施

を検討していく。 

A  

②所管施設訪問 ○文化・体育施設の施設訪問は、コロナ禍明けにより計画の

日程調整が折り合わず、実施できなかった。 

○教育委員の所管施設訪問等については、実施を検

討していく。 
Ｂ 
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◎２ 教育委員会が管理・執行する事務（えびの市教育長に対する事務委任規則により教育長に委任されていない事務） 

 

項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

学校教育又は社会教育に関する基本方針を定めること。 

 

○令和６年度えびの市教育基本方針・教育施策を策定した。 ○策定内容については、各学校、議会にも引き続き

配付していく。 

○教育基本方針及び教育施策に掲げた項目に着実に

取り組んでいく。 

Ａ 

学校、図書館及びその他の教育機関の設置及び廃止を決定

すること。 

 

○該当事項がなかった。 ○該当案件が生じた際は、慎重に検討、協議を行い、

速やかに手続きを進めていく。 Ａ 

教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。 ○各学校の経営方針や教育課程の承認をした。 ○学校との連携を通じ、経営方針の策定や教育課程

の編成の支援を行っていく。 
Ａ 

県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任

免、その他の進退について内申すること。 

○県教委から求めのあった任免等について、内申を行い、適

切な人事運営を図った。 

○適切な人事運営を図るべく、県教委の指導の下、

進めていく。 
Ａ 

県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。 ○職員服務規程（平成18年宮崎県教育委員会訓令第2号）

及びえびの市立学校管理規則で規定するとともに、コン

プライアンス研修を実施した。 

○規程等に関する周知を図るとともに、研修を通じ

コンプライアンスの徹底を図っていく。 Ａ 

前 2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲

戒を行うこと。 

○県費負担教職員の人事については、県教委への内申を適

切に行った。 

○懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例

（昭和31年宮崎県条例第39号）及び市町村立学校職員

の懲戒に関する規則（昭和 31 年宮崎県人事委員会規則

第9号）を準用し、適切に処理した。 

○県教委の指導の下、適切かつ速やかに処理を進め

ていく。 

Ａ 

教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事

に関すること。 

○第１回臨時会及び第１２回定例会で、令和６年４月１日

付人事異動に関する議案を審議、承認した。 

○適切な日程において会議を開き、審議を行ってい

く。 
Ａ 

1件500万円以上の工事の計画を算定すること。 ○次の工事を計画・施工した。 

真幸小学校トイレ改修工事 

文化センター非常用発電機設置工事 

文化センター車いす用階段昇降機設置工事 

○今後も計画的な施工に努めていく。 

○文化及び体育施設全てにおいて老朽化が進んでお

り、優先順位の高いものから計画的な修繕・改修

等を行うとともに、安心・安全な環境の整備を図

っていく。 

Ａ 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

教育委員会規則・告示及び訓令の制定又は改廃を行うこと。 ○次のとおり、制定、改廃を行った。 

条例制定改廃 1件 

規則制定改廃 ３件 

告示制定改廃 １１件 

訓令制定改廃 １件 

○国等からの通知や、社会の状況に応じ検討し、必

要に応じて制定、改廃等の作業を速やかに進めて

いく。 Ａ 

教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定す

ること。 

○令和５年度予算の補正、令和６年度当初予算の原案につ

いて会議で審議し、決定した。 

○引き続き、適切な日程において会議を開き、事前

資料の配布など慎重に審議を行っていく。 
Ａ 

社会教育委員、奨学生選考委員会委員、文化財保護調査委員

及び図書館協議会委員を委嘱すること。 

○各委員の選任について、教育委員会に提案し、事務局原案

のとおり承認された。 

○委嘱時期を逸しないように、任期期間の確認を行

う。 
Ａ 

学齢生徒及び学齢児童の就学すべき学校の区域を設定し、

又はこれを変更すること。 

○該当する案件はなかった。 ○該当案件が生じた場合には、会議において慎重な

審議を行い、区域の設定および規則の改正を行う。 
Ａ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定

による点検及び評価に関すること。 

○法律に基づき、令和４年度事業の点検・評価を行い、議会

に報告するとともに、ホームページで公表した。 

○法律に基づき、適切に行っていく。 
Ａ 
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◎３ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務（「令和4年度えびの市教育基本方針・教育施策」に定めた重点的な施策） 

 

学校教育 

 

項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

1 えびの市学校教育の

めざすもの  

(1)えびの市の学校教育

ビジョン 

①人権・同和教育の推進 ○人権教育推進協議会において、社会科における部落問題

学習について模擬授業を行ってもらい、それを基に各学

校の人権学習に役立てることができた。 

○児童生徒が自らの大切さを認められていることを実感で

きる環境づくりに努めた。 

○学校においては、全教育活動を通じ、人権についての正し

い知識を身に付け、人権を尊重する意識や態度を育成し、

実践力を養うことに努めた。 

 

○学校を通じて人権を考える機会を多く提供できる取

組を支援する。 

○関係機関と連携し、個々に応じたきめ細やかな対応

による生徒指導が行えるよう助言する。 

○家庭教育学級等で人権学習や市主催の「人権を考え

る市民のつどい」で人権意識の啓発を図る。 

Ａ 

②幼保・小・中・高の一貫教育の

推進 

○幼稚園、保育園及び認定こども園と小学校、小学校と中学

校、中学校と高等学校の連携を進めた。 

○校種間で子ども達に身に付けさせたい資質・能力・態度等

の情報共有を行う等により、円滑な接続が図られた。 

○発達の段階に即した系統性・一貫性のある継続的な指導

が推進された。 

 

○幼保小連携推進事業を通じ、校区間で教職員が子ど

も達の情報の共有を図る機会を設ける。 

○各校区内で一貫性の更なる推進を図るために、特色

ある活動ができるように取組を支援する。 Ａ 

③ふるさと教育・キャリア教育

の推進 

○総合的な学習の時間「えびの学」を再構築し、それを中心

に児童生徒の実態や地域の特性等を踏まえて、地域の教

育資源を生かした特色ある教育の実践を行った。 

○ふるさとを愛し、ふるさとに自信と誇りをもつ児童生徒

及び地域に貢献しようとする気概をもつ児童生徒の育成

に努めた。 

○伝統芸能・伝統行事の継承は、地域の協力を得なが

ら連携した活動ができるように取り組む。 

○えびのの歴史や文化、自然などを改めて学習する機

会を設け、小中学校だけでなく高校や社会教育課を

含めた連携した取組を行い、地域に貢献する人材の

育成を図る。 

 

Ａ 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

2 えびの市学校教育

「3つの挑戦」 

(1)学力向上への挑戦 

①基礎・基本の徹底 

○少人数による個に応じた指導や各種調査の分析を踏まえ

た組織的な対応、教職員の研修による指導力向上を図る

ことにより、児童生徒一人一人の「伸び」へつながる基礎・

基本の定着が図られた。 

○各学校における学力テストの分析により、児童生徒

個々に応じたきめ細かな取組を行う。 

○児童生徒が主体となって学習に取り組めるよう、「ひ

なたの学び」を意識した授業づくりに関する指導助

言を行う。 

Ａ 

②英語教育の充実 ○幼稚園、保育園、認定こども園にALTを派遣し、就学前

の段階から「英語活動」を９３回実施した。 

○小学校低学年では、講師及びＡＬＴを活用した「英語活

動」と共にＩＣＴ教材を活用し、英語教育の充実を図っ

た。 

○中学校では週４時間の「英語」に加え、週１時間の「英語

表現科」を教育課程に位置付け英語教育の推進を図った。 

○小中合同外国語教育部会において、参観授業と授業研究

会等を５回実施し、小学校と中学校での外国語（英語）指

導の充実を図った。 

 

○英語教育における、各教員の授業の進め方や工夫の

在り方などを共有し、児童生徒が英語に対する親し

みをもち、英語をとおしたコミュニケーションがで

きるように学習内容や授業改善ができるように支援

を行う。 

○英語表現科において、英語を用いたコミュニケーシ

ョン能力やプレゼンテーション能力を高められるよ

う、各中学校での授業の取組について情報共有する

場を設定する。また、関係機関と連携し、英語を用

いて学習成果を発信するなど、地域貢献につながる

よう支援を行う。 

③３０人学級事業の充実 

 

○３０人学級事業において、教科や授業内容、児童生徒の学

習状況等によっては、学習形態や指導方法を工夫するな

ど弾力的に運用し、学習内容の定着や教職員の授業力向

上を図った。 

 

○少人数学級編制を生かし、一人一人を大切にした学

級経営や個別に対応した学習指導などを視点に指導

助言を行う。 

○講師の確保に努める。 

④教職員の資質向上 

 

 

 

 

○初任者を除く全ての教職員を対象に、２校で重点支援校

訪問を実施し、市及び南部教育事務所の指導主事による

フィードバックを実施し、人材の育成を図った。 

○「教科指導力向上研修」として、小学校の低・中・高学年

及び中学校の教科において、授業研究会を行った。 

 

○学校訪問による指導・支援や、指導力向上のための

学習の場を設け、人材育成の推進に努める。 

○えびの市指導力向上自主勉強会を計画的に実施し、

先輩教職員の指導力を生かしながら、若手教職員の

資質向上につながるようにする。 

⑤特別支援教育の充実 

 

○幼保・小・中連携による就学支援体制を整備し、１１名の

特別支援教育支援員を学校に配置し、個別にサポートを

行う体制を整えた。 

○発達の段階に応じたきめ細かな環境整備に努め、合

理的配慮を行う。 

○特別支援教育支援員を学校に配置し、発達の段階に

応じたサポートを継続していく。 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

⑥ICTの活用 ○えびの市教育研究センターにおいて、作成した実践事例

を活用し、小学校でのプログラミング教育の円滑な実施

に努めた。 

○ＩＣＴ支援員１人を配置し、各学校において授業でのＩ

ＣＴ活用場面での教職員や児童生徒への支援を行い、情

報機器の活用スキルを高めた。 

○えびの市教育研究センターにおいて、ＩＣＴを活用

した授業や家庭学習の在り方、情報モラル教育の充

実に努める。 

○ソフトバンクＰｅｐｐｅｒを活用し、プログラミン

グ教育の充実に努める。 

(2)心の教育への挑戦 

①いのちを大切にする教育の

推進 

○「ＳОＳの出し方教育」や「ピア・サポート」の取組を引

き続き推進し、児童生徒自身で望ましい人間関係が構築

できるよう支援するとともに、これらの取組及び成果に

ついて、各学校に周知を図った。 

 

○人権教育と関連付けて教職員の研修の充実を図ると

ともに、児童生徒が、自らの大切さを認められてい

ることを実感できる環境づくりを行う。 

○関係機関と連携し、個々に応じたきめ細かな対応に

よる生徒指導が行えるよう支援する。 

 

Ａ 

②豊かな情操と規範意識の育

成 

○異学年交流、学校間交流、高齢者との交流、障がい者との

交流等、様々な人との交流活動を積極的に進め、豊かな人

間関係を醸成する態度を育成していくよう努めた。 

○規範意識をもち、してよいこと、しなければならないこ

と、してはならないことを、児童生徒一人一人が認識し、

実践できるよう、学校における全教育活動を通して、意図

的・計画的に指導した。 

 

○えびの市生徒指導主事部会において、各校の校則や

その見直しの在り方について、教師が寄り添い、生

徒が主体となって対応できるように支援を行う。 

 ③コミュニケーション力の育

成 

○各教科や特別活動等において、「対話」を通して情報を共

有し、合意形成・課題解決する能力を高めることができ

た。 

 

○「ひなたの学び」を意識した児童生徒が主体的・対

話的で深い学びを目指した、授業改善につながるよ

う指導助言に努める。 

 ④生徒指導の充実 ○いじめ・不登校等の課題解決に向けて、学校と適応指導教

室やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー等との連携を図り、教育相談体制の充実に努めた。 

○市内全中学校と飯野高校の生徒会のリモートによる交流

会を実施し、いじめの未然防止等に向けた取組を推進し

た。 

 

○各校の生徒指導状況を把握し、必要な対応が取られ

ているかを確認するとともに、適応指導教室やスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと

連携して対応の支援に努める。 

○生徒指導研究指定校の取組を他校に共有し、各校で

の生徒指導の充実につながるように支援する。 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

(3)健康教育への挑戦 

 ①体育・部活動指導の充実 

○体力テストの結果をもとに、課題のある項目について重

点的な指導・支援を行い、体力の向上を図った。 

○校内の部活動指導体制を整え、必要に応じて部活動指導

員を雇用した。拠点校部活動方式を取り入れ、生徒のニー

ズに応じた部活動の維持に努めた。 

○部活動改革の推進について、部活動検討委員会の意

見を踏まえながら、休日の中学校部活動の地域移行、

地域連携について、研究を進める。 

○拠点校部活動方式を進め、競技の維持と課題の洗い

出しに努める。 

Ａ 

  ②防災・安全教育の推進 ○自然災害等の危険に際して、主体的に行動する態度を育

成する防災教育を推進した。 

○通学路安全対策プログラムに基づく関係機関による通学

路危険箇所合同点検を実施し、通学路の安全確保を図っ

た。 

○防災教育については、行政機関や地域との連携によ

る防災教室の実施などを進める。 

○関係機関との通学路危険箇所合同点検を実施し、通

学路の安全確保を図っていく。 

 

  ③歯科保健指導の充実 ○給食後の正しい歯みがきの指導、むし歯治療についての

保護者への啓発を行った。 

○予防歯科として各学校におけるフッ化物洗口を実施し、

歯科保健指導の充実に努めた。 

○う歯治療率１００％を目指す取組の推進及びフッ化

物洗口事業を継続して実施する。 

  ④食に関する指導の充実 ○食育基本法及びえびの市食育・地産地消推進計画の趣旨

に基づいた、食に関する指導の充実に努めた。 

 

  ⑤学校給食の充実 ○安全で、楽しく、おいしい給食の時間になるよう、運営と

指導の充実を図った。 

 

3 学校の説明責任と教職員の資質向上 ○学校運営協議会を活用し、地域への説明責任を果たすよ

う努めた。 

○各種研修を行ったほか、教育研究センターや各種研究部

会の積極的な活動を推進し、教職員の資質向上を図った。 

○学校運営協議会の活発な活動ができる環境を支援す

る。 

○教職員の働き方改革を推奨し、県が行う学力向上事

業を十分活用し、教職員の資質向上を図る。 

Ａ 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

4 教育環境の整備充実 ○老朽化した施設・設備の改修、修繕等を計画的に行った。

令和５年度は、主に次の工事を施工した。 

飯野小学校防球フェンス更新工事 

真幸小学校トイレ改修工事 

岡元小学校屋内運動場照明LED化工事 

真幸中学校屋内運動場照明LED化工事 

真幸中学校理科室等防水工事 

○樹木の枝折れ等による事故を防止するため、点検の実施

と必要に応じて剪定や伐採を行った。特に真幸小と真幸

中の樹木の伐採を集中的に実施した。 

○予算の平準化や将来への負担軽減を考慮しつつ、安

全安心で、充実した教育環境の整備及び社会情勢に

応じた施設整備を進めていく。 

 令和６年度施工予定 

  飯野小学校トイレ改修工事、加久藤小及び上江小

体育館照明ＬＥＤ化工事 

 

○樹木の多くが植栽してから年数が経過しており、老

木化や大木化による倒木の危険性等が懸念されるた

め、計画的に伐採を行っていく。特に加久藤小と加

久藤中を集中的に進める。 

Ａ 
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学校給食 

 

項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

1 安全でおいしい学校給食の提供 ○栄養教諭と学校栄養職員により栄養バランスのとれた献立

を起案し、安全でおいしい給食を提供した。 

○各学校と連携を図りながら献立内容の啓発等に努めた。 

・リクエスト給食実施：全学校年１回計９回実施 

＜小学校６年生と中学校３年生にアンケートを実施＞ 

・「えびのふるさと給食」「ひむか地産地消献立」：毎月実

施 

○食物アレルギーへの対応として、『えびの市学校給食食物

アレルギー対応マニュアル』を作成。また、毎月２７人程

度の個別の献立表を作成・配付し、除去食、代替食等を提

供。 

○栄養バランスのとれた安全でおいしい給食の提供

に努める。 

○えびの産米「ヒノヒカリ」を使用し、青果物につい

ても安心・安全を基本として、県産・国産の食材を

多く取り入れる。 

〇「えびのふるさと給食」や「ひむか地産地消献立」、

行事食等を取り入れることで、地域の食文化への理

解を深め、地場産品の活用を行う。 

〇畜産農政課と連携を図り、えびの産青果物を食材に

取り入れる方法を模索する。 

○各学校と密に連携を図り、学校給食事業に活かして

いく。 

〇『えびの市学校給食食物アレルギー対応マニュア

ル』に基づき、今後も安全な給食を提供していく。 

 

Ａ 

2 「えびの市食育・地産地消推進計画」に基づく食育の推

進 

○栄養教諭が学校に出向いて授業を行うなど、食に関する指

導を行った。（市内全学校で実施。合計 授業：２７回、

集会：３回） 

○「こんだてひょう」(月１回)、給食だより「うんまか」(年

６回)を発行し、各家庭へ食に対する情報提供を行い、食の

大切さをＰＲした。 

○２階の見学ホール等を活用し、実際に給食を調理する様子

の見学・学習等を行い、食育の推進を図った。（小学校３

校１０４人 一般視察７団体１０８人） 

○食に関する指導については、各学校との連携が重要

である。また、施設の見学ホールを活用し食育の授

業に活かしていく。 

○引き続き、各家庭へ食の大切さなど、情報提供に努

める。 Ａ 
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3 安全管理と衛生管理の徹底 ○建物については常に目視で確認を行い、調理設備・器具に

ついても、毎日調理前後に破損等の確認を行い、異常があ

ればその都度迅速に補修等を実施した。 

○食材については、搬入時、下処理から給食の搬送まで各段

階で常に目視による異物混入防止に努め、衛生管理・安全

管理を図った。 

○調理員等には各家庭での食事や健康管理に留意させるとと

もに月２回の腸内細菌検査を行い、毎日の自己点検による

体調管理、作業においては安全確保、手洗、消毒等を徹底

して行った。 

○機器等の取扱について、引き続き、業者と連携を図

り、作業手順の習得に努める。 

○調理過程から搬送まで、安全管理・衛生管理の徹底

に努める。 

○体調管理の重要性、衛生管理マニュアルに沿った調

理業務の徹底を図る。 Ａ 
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社会教育 

 

項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

1 社会教育・体育施設の適正管理 ○体育施設 

・市民体育館電気設備（照明取替）修繕、床修繕、防災照明

器具修繕 

・王子原運動公園殺虫器取替修繕、王子原運動公園樹木伐採 

・永山運動公園投光器電球及び街路灯照明器具取替修繕、園

路タイル舗装修繕、テニスコート人工芝修繕、事務所ドア

クローザー取替修繕 

・真幸地区体育館サブアリーナ照明器具取替修繕 

・相撲場ルーパーガラス取替修繕 

・飯野駅前地区体育館防災照明器具修繕、テニスコート照明

撤去工事 

○文化センター 

・仮設分電盤端子台の取り替え修繕、男子トイレ換気扇修繕、

排煙装置修繕、ホール観覧席固定修繕、ホール用空調設備

ボールタップ取替修繕、舞台運営道具ひな壇用ケコミパネ

ル修繕、１階トイレ排水管詰まり修理、車庫修繕、窓鍵取

替修繕、舞台運営道具ひな壇用ケコミパネル修繕、２階視

聴覚室映写等部分のカーテンレール取替修繕、ホール客席

用誘導灯取替修繕、浄化槽放流ポンプ取替修繕、舞台フッ

トライト用コネクター取替修繕、照明機材（ソースフォー）

のレンズ取替修繕、文化センター会議室棟屋根修繕、外灯

設備機器取替修繕、ピクチャーレール修繕、音響機材修繕、

照明機材（照明用コネクタ）修繕、ホール空調設備客席用

温度制御弁取替修繕 

・非常用発電機設置工事 

・車いす用階段昇降機設置工事 

○市民図書館    なし 

○歴史民俗資料館  屋上防水シート破損箇所の修繕 

 

○全ての体育施設及び文化施設は、老朽化し修繕を必

要としている。優先順位を付け計画的に行う。 

体育施設６年度に実施予定工事 

〇市民体育館 

 ・照明器具取替工事 

〇王子原運動公園 

 ・殺虫器取替修繕、機械倉庫電気設備修繕 

〇永山運動公園 

 ・管理棟前通路等整備工事 

〇弓道場誠心館 

 ・テラス取付工事 

 

○文化センター 

 館内トイレの洋式化、コミュニティ棟屋根の老朽化

等が課題となっている。 

○市民図書館 

屋上防水シートの張替え及び移動図書館車両の老

朽化が課題となっている。 

○歴史民俗資料館 

 屋上防水シートの張替えが課題となっている。 

Ａ 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

2 生涯学習・青少

年健全育成の推進 

(1)生涯学習の推進と内容の充実  

①家庭教育学級開設（１０学級） 

②子ども会連絡協議会（令和５年度から休止）、ＰＴＡ連絡

協議会（球技大会、研究大会）、青少年育成市民会議開催、

青少年体験講座（けん玉教室、サップ＆カヤック体験教室、

宿泊体験学習、親子発掘体験教室、こどもマンガイラスト

講座、レザークラフト講座、ボッチャ＆オーバルボール体

験教室）開催。 

③若者チャレンジプロジェクト会議（パネルディスカッショ

ン）、ヒカリテラスイベント、ふれあい女性学級、市民大

学、パソコン講座（３４回１４５人）パソコン持込相談（６

８件）、生涯学習講座（９講座３４８人）等 

④出前講座（４０回１,２７７人） 

 

○家庭教育学級は学級数の維持及び学級や研修会等

への参加促進が課題である。 

○市民大学及びふれあい女性学級の年齢層は 70 代

が中心である。幅広い年代の参加促進が課題であ

る。 

○子ども会育成連絡協議会が令和５年度から休止の

ため、青少年向けの体験学習については、社会教育

課の職員が中心となり様々な体験学習の機会を企

画実施した。 

〇えびの市青少年問題協議会は令和 5 年度末で廃止

し、青少年健全育成市民会議に統合した。今後は青

少年健全育成市民会議の活動拡充を図る。 

〇若者プロジェクト事業は、MAIKAが事業実施でき

なくなったためAPEえびのが実施。令和５年度は

十分な準備期間がなかったが、令和６年度から若者

を元気にする取組みを支援していく。 

〇人事異動により、現在は社会教育主事の有資格者が

いない状況である。今後の生涯学習の推進と充実の

ためには、状況に応じて社会教育主事の資格取得で

きる環境を整え、人材育成を推進する必要がある。 

Ａ 

①家庭教育の充実 

②青少年教育の充実 

③生きがいづくり教育の充実 

④出前講座の啓発推進 

(2)社会教育関係団体の活動の充実 ○社会教育団体（市地域婦人連絡協議会）への運営補助を行

い、自主的な活動推進と育成を図った。 

○市ＰＴＡ連絡協議会については、コロナの影響で事業の実

施ができず繰越金があったため、令和５年度まで補助金は

計上していない。令和６年度から計上。 

〇ヒカリテラス実行委員会のイベントへの運営補助を行っ

た。 

○運営補助を行い、自主活動の推進と育成を図る。 

Ａ 

(3)人権・同和教育の推進 ○総務課と共催の「人権を考える市民のつどい」を開催した。

（参加者１２３人） 

○家庭教育学級での人権学習の開催数３回 

○家庭教育学級等で人権学習や総務課と共催の「人権

を考える市民のつどい」で人権意識の啓発を図る。 

○集会所事業で人権問題等学習講座や藍染め教室を

Ａ 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

○集会所事業で、人権問題等学習講座（講師延べ３９人、生

徒１人）を実施し、人権同和教育の推進を図った。 

 

開催し、人権同和教育の推進を図る。 

3 芸術文化の振興

と文化財の保護と活

用 

(1)文化活動の振興 

①文化振興の促進 

②文化団体の育成 

③文化施設の活用 

①市民団体等と連携した文化事業及び各種社会教育講座を実

施。利用者数は２６,３９６人（令和４年度１１,９２０人） 

②芸術文化協会、郷土芸能保存連合会等への補助金等の支援

を行うとともに、連携して事業を展開した。 

③文化の杜を生涯学習の拠点として、指定管理者（図書館・

資料館）と連携し様々な事業等を展開。また、毎月定例会

（文化の杜会議）を開催し、連携を図った。 

 

○文化芸術に触れ合う機会を創出する事業、及び地域

文化の振興・継承を推進するための団体への助成事

業を実施した。 

〇郷土芸能保存連合会への令和５年度末の加盟団体

は９団体で高齢化の進行、後継者不足から活動の維

持・存続が課題となっている。 

Ａ 

 (2)文化財の保護と活用 

①埋蔵文化財の発掘調査、保存と

活用 

②歴史文化財の保護 

③ふるさと教育の推進 

①畑かん事業実施（白鳥地区、大河平地区）に伴う発掘調査

作業を行った。また、重要文化財指定の島内地下式横穴墓

群出土品を年次計画により科学的処理分析を行いデータ化

する等、考古学資料の保存整備を実施した。 

②指定、登録文化財の維持管理を実施するとともに、市指定

天然記念物「荒神堂タブ大樹」の治療を実施した。 

③島内第１３９号地下式横穴墓出土品展や島津義弘公展など

の企画展をはじめ、島内古墳及び島津義弘公に関わる講演

会、小学生を対象とした古代体験教室等の文化普及・振興

事業を行った。 

  ・企画展 計１２回 

  ・講演会 計２回 

  ・野外イベント 計８回 

○出土品の保存処理をしていくとともに、文化財の保

護及び企画展等を行っていく。 

○指定文化財の標識看板の老朽化や樹木管理が課題

となっている。 

○維持管理を担う人材の高齢化・減少に伴い、文化財

の景観等が損なわれることが懸念されている。 

 Ａ 

 (3)指定管理者と連携した市民図書

館運営の充実 

○来館者数〔２３,６４５人（令和４年度：２２,８１１人）〕、

貸出図書数〔８６,０６９冊（令和４年度：９１,００６冊）〕 

○おはなし会の定期開催やワークショップ、各種コンクール

を実施して、読書普及を促進した 

○毎月１回定例会（文化の杜会議）を開催し、事業報告や課

題等を出し合い情報共有や連携を図った。 

○新型コロナウイルス感染症の影響が緩和し、来館者

数は増加したものの、貸出図書数は減少した。引き

続き利用者の増加や利便性の向上を図るとともに、

読書を促進するための環境整備に努めていく。 

○毎月１回の定例会を開催し連携を図っていく。 

○学校図書館との連携について研究を重ねる必要が

ある。 

Ａ 
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項  目 実績等 課題及び今後の取組方針 判定 

 (4)指定管理者と連携した歴史民俗

資料館運営の充実 

①歴史民俗資料館の活用 

②歴史民俗資料の保存 

③歴史民俗資料の調査研究及び公

開 

①各種の企画展、講演会及び体験学習等を実施した。入館者

数５,３５３人（令和４年度 ４,９６０人） 

②貴重な資料等を収集し、保存に努めた。 

③えびの市埋蔵文化財調査報告書第６３集「島内１３９号地

下式横穴墓Ⅲ」６４集「島内地下式横穴墓群Ⅶ」を刊行し

た。 

○新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行し

たことにより、入館者数は増加した。引き続き利用

者の増加や利便性の向上を図るとともに、調査資料

の公開の機会を創出していく。 

○毎月1回の定例会（文化の杜会議）を開催し連携を

図っていく。 

Ａ 

4 スポーツの振興 (1)スポーツ活動の推進 ○スポーツ大会〔５競技５０５人（令和４年度５競技、５４

６人）〕 

○スポーツ少年団〔７事業７１９人（令和４年度７事業７０

０人）〕 

○スポーツ推進委員と連携し、体力測定や出前講座でスポー

ツの普及を推進した。 

 

○スポーツ推進委員及び各種競技団体等と連携を図

りながらスポーツ活動の推進を図っていく。 

Ａ 

(2)指定管理者と連携した体育施設

の有効活用 

○指定管理者と連携し、体育施設の適正管理を行った。また、

計画的な維持補修や整備等を行い、利用者の安全性の確保

と利便性の向上を図った。 

○毎月1回定例会を開催し、事業報告や課題等を出し合い情

報共有や連携を図った。 

 

○指定管理者と連携し、よりよい施設の管理運営を行

う。 

○引き続き、毎月１回の定例会を開催し連携を図って

いく。 
Ａ 

(3)各種団体の活動支援 ○各種団体と連携し、スポーツ大会を実施（５競技 ５０７人）

した。 

○高齢者のスポーツ団体加入促進助成金制度（１人２,０００

円、スポーツクラブ加入者２人、スポーツ協会加入者２７

人合計２９人助成）を継続して実施した。 

○全国大会、九州大会に出場する選手に対して経費の一部を

補助し、競技力の向上に努めた（人数：５８人）。 

○スポーツ協会加盟団体の競技大会出場に伴うレンタカー補

助を実施した（年５回、１回２万円上限。実績：２団体６

回）。 

○競技団体と連携及び支援を行っていく。 

○スポーツクラブやスポーツ協会会員拡大増対策が

必要である。スポーツクラブやスポーツ協会加盟団

体へ新たに加入を希望する高齢者に対し支援を行

い、加入者拡大と健康増進を図っていく。 
Ａ 
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総合評価 

 

１ 教育委員会の活動及び管理事務については、全ての分野について基本方針や施策を示し、実態把握・点検・指導助言・

援助を適切に行い、改善を図った。 

 

２ 学校教育については、小中学校全学年への３０人学級編制の導入によって、一人一人と向き合うきめ細かな指導、生徒

指導の充実等を図っており、保護者及び教職員へのアンケートでも引き続き高い評価を得られるなど、同事業の定着が見

られる。一方で、近年の教員不足の影響により人材確保が課題となっている。また、小・中一貫教育の趣旨徹底を図ると

ともに、教育課程特例校指定による特色ある教育課程の編成に取り組んだ結果、最重要課題である総合的な学力の維持、

向上につなげることができている。えびの市学校教育３つの挑戦については、ＰＴＡ活動や学校運営協議会の充実、地域

人材の活用により、学校、家庭及び地域が連携を図りながら推進した。特に学校運営協議会の充実については、県とも連

携し、県民総ぐるみ運動への参加や全体研修会の開催など推進に努めた。新型コロナウイルス感染症の５類移行により、

感染症対策を講じながら運動会・体育大会や修学旅行、文化発表会等の学校行事や各教育活動の実施など、児童生徒の学

びの保障に努めた。中学校部活動等については、生徒数の減少に伴い、特に団体競技の維持が難しくなっていることから、

拠点校部活動方式の試行に取り組んだ。 

就学援助事業については、全児童生徒及び新入学児童の保護者全体に周知を行い、認定世帯の経済的負担軽減を図った。

また、物価高騰の影響により家計が厳しさを増していることから、令和５年度から支援を拡大するため認定基準の見直し

を行った。えびの市奨学金貸与制度については、国が行う給付型奨学金制度の動向を見ながら、子どもの将来が生まれ育

った環境に左右されず、本人が望む教育機関で修学できるよう支援を継続していく。 

学校施設・設備の整備充実については、真幸小学校トイレ改修工事、飯野小学校防球フェンス更新工事、飯野小学校浄

化槽ポンプ・ガイドレール取替修繕、岡元小、真幸中体育館照明設備のＬＥＤ化等、老朽化した施設や設備の改修・修繕

等を実施した。今後も引き続き、安心、安全な教育環境の整備に取り組んでいく。また、国が進めるＧＩＧＡスクール構

想に対応するため、ＩＣＴ支援員による学校巡回訪問を行い、ＩＣＴを活用した教育の支援を実施した。 

 

３ 学校給食については、安全でおいしい栄養バランスのとれた学校給食を提供するため、安全管理と衛生管理等の徹底を

図り、施設の維持管理及び調理器具の保守並びに保温食缶の年次更新に努めるとともに、毎日の献立を工夫し、えびの産

米を使った米飯給食を実施した。 

また、食育の推進を図るため、各学校において食に関する指導を行い、好きなメニューを自由に選べる「リクエスト給

食」を実施し、給食だより「うんまか」等を発行して児童生徒や保護者に対して食育の大切さや食への関心を高めた。 

市内中学校に在籍している中学生の学校給食費の全額無償化を令和 4年 4月から開始し、令和 5年 10月からは市内

小学校に在籍している小学生の学校給食費も全額無償化した。また、市内小中学校在籍生徒のうち、食物アレルギー等の

ために弁当持参の児童生徒や保護者が市内に住所を有し、市外の特別支援学校に通学する児童生徒も対象とした。 

学校における食物アレルギー事故防止の徹底を図るため、『えびの市学校給食食物アレルギー対応マニュアル』を整備

し安全な給食の提供に努めている。 

えびの市防災食育センターは、平常時における学校給食業務、災害時等における食糧供給等の拠点としての機能を併せ

もつ施設として整備されており、また、見学ホールにおいて児童生徒等が調理風景を見学することができる施設となって

いる。今後も災害時の対応を見据えながら、訓練等も検討していく。また、施設見学については積極的に受け入れを進め

ていく。 

 

４ 社会教育については、生涯学習推進のため各種生涯学習講座や市民大学、パソコン講座等を開設し、生涯学習の振興に

努めた。また、家庭教育と青少年健全育成の充実を図るため、家庭教育学級・親育て講座・講演会を実施するとともに、

団体への支援などを行い社会教育の推進を図った。 

スポーツ振興については、令和５年５月より新型コロナウイルス感染症が５類に移行され、体育施設利用者が増加し、

市民大会をはじめとした各種スポーツ大会及び永山運動公園オープンセレモニーでサッカーイベントを開催することがで

きた。また、スポーツ少年団・スポーツ協会・総合型地域スポーツクラブ等の関係団体の育成支援を行うとともに、スポ

ーツを通し、生涯スポーツの推進を図り市民の健康増進に努めた。また、体育施設は指定管理者制度第３期目の３年目と

なり、民間活力による効率的な管理・運営を図ることができた。 

文化振興については、文化芸術に触れ合う機会を創出するための事業、及び地域文化の振興・継承を推進するための団

体への助成事業を実施した。郷土芸能については、郷土芸能保存連合会への助成を増額し、加盟団体の自主的な取り組み
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に応じて育成費を助成することにより、郷土芸能の保存伝承を図ることができた。 

文化財保護については、「島内地下式横穴墓群」より出土した国の重要文化財に指定された出土品の科学的保存処理や

「第１３９号墓」出土品の科学的保存処理を行うとともに、報告書「第６３集 島内１３９号地下式横穴墓群Ⅲ」「第６４

集 島内１３９号地下式横穴墓群Ⅶ」を刊行し、全国に情報発信などを行い文化財の保護と活用を図った。また、市指定天

然記念物「荒神堂タブ大樹」の樹木医による診断及び治療を実施し、樹勢回復を図った。 

 

５ 図書館運営については、図書貸し出しや蔵書管理など従来の運営のほか、「図書館だより」や「新刊情報」発行などの

広報活動、読み聞かせボランティア団体等と連携したおはなし会、読書感想文・感想画コンクール及び調べる学習コンク

ール、手作り講座や映写会を企画・開催するなど、読書の促進を図る取組を実施した。また、市内福祉施設が事業主体と

なって定期開催した「喫茶ふら～っと」や野菜の即売会の後方支援や西諸管内小学生を対象とした視察の受け入れ、飯野

高校生の実習活動の受け入れも行うなど、図書館により親しみを感じていただけるための取組も行った。 

資料館運営については、展示室の公開や視察の受け入れなど従来の運営のほか、島内第１３９号地下式横穴墓出土品展、

島津義弘公展をはじめ、島内地下式横穴墓群出土遺物及び島津義弘公に関わる講演会、小学生を対象とした古代体験教室

等の文化普及・振興事業を行った。新型コロナウイルス感染症の５類移行により入館者数も回復傾向にあることから、今

後も、資料館の利用促進及び学習機会の創出に努めていく。 

文化施設及び体育施設は、全てにおいて老朽化しており、今後も優先順位を付けて計画的に修繕等を行っていく。 
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令和６年度 外部評価 

 

外部知見の活用 

 

１．教育委員会の活動及び事務管理について 

法令ならびに令和５年度えびの市教育基本方針・教育施策に基づき、概ね適切に事務執行されている。 

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症へと移行したことにより、学校訪問や研修会への参加等がコロ

ナ禍以前の状況に近づいてきた。所管施設へは日程調整の折り合いがつかず、訪問が叶わなかったようであるが、実態の

確認や情報共有の点でも必要であると思われるので、ぜひ計画的に学校や所管施設への訪問をご検討願いたい。 

 

２．教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

法令並びに令和５年度えびの市教育基本方針・教育施策に基づき、概ね適切に事務執行されている。 

学校教育について、30 人学級編制や幼保小中を通じた英語教育など、えびの市が長く取り組んでこられた施策が根付

いてきている中、令和５年度に取り組んだ総合的な学習の時間「えびの学」の再構築は興味深い。「えびの学」を開始し

て約15年が経ち、地域の実態や課題も、児童生徒の実態も変化している。頻繁な内容の変更等は教職員にとっても児童

生徒にとっても負担になりかねないが、時代の変化に合わせたアップデートは大切である。今後も時機をみてカリキュラ

ム改善を図り、その効果検証にも併せて取り組んでいただきたい。 

 全国的にも教員不足が課題となり、えびの市でも講師の確保に難儀されているとのことであるが、30 人学級の実現の

ためには欠かせない人材であろう。えびの市では、講師や若手教員へのサポートに長く力を入れてこられたと聞き及んで

いる。その魅力を発信して適切な人材の確保に努められ、教職員全体の資質向上に繋がることを期待する。 

「SOSの出し方教育」や「ピア・サポート」の取組などをはじめ、えびの市の小中高一貫教育を通じた生徒指導の充実

により、児童生徒の豊かな心が育まれている。令和５年度は拠点校部活動方式を導入し、生徒のニーズに応じた部活動の

維持に取り組んでおり、持続可能な部活動指導が期待される。 

学校給食については、地産地消を推進した食育活動に継続的に取り組んでおり、安全で美味しく、楽しい給食の提供を

実現している。2018年に稼働を開始した防災食育センターの活用が増加しており、自然災害が多い昨今、その存在と重

要性を周知する良い機会となっていると思われる。 

社会教育については、体育施設や文化センターの修繕が進み、安心して豊かな活動ができる基盤整備がなされている。

各種講座や文化・スポーツ活動への参加者や市民図書館・歴史民俗資料館への来館者も増加しており、社会教育・生涯学

習のいっそうの充実・推進が期待される。 

  

  令和５年度は新型コロナウイルス感染症の影響も落ち着きを見せ、ようやく日常の姿が戻ってきたと思われる。今後も

市民の健康や安全に注意を払いつつ、教育委員会による適正な事務の管理及び執行を通じ、えびの市の教育がより一層充

実・発展するよう祈念する。 

 

 

 

 

 

 

 


